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議案番号 件      名 

提案課名 内      容 

 

議案第２１号 

 

職員の服務の宣誓に関する条例及び三田市会計年度任用職員の給与

等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

人 事 課 

 

【改正趣旨】 

  地方自治法及び地方公務員法の改正による会計年度任用職員制

度の導入に伴い、当該条例について、所要の規定の整備を行おう

とするもの。 

 

【関係法令】 

  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９

年法律第２９号） 

  労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

 

【改正内容】 

１ 会計年度任用職員の服務の宣誓について、任命権者が別段の定

めをすることができる旨を規定する。 

 

２ 正規の勤務時間を超えて勤務した場合の勤務１時間当たりの報

酬の算定について、正規の勤務時間を超えた時間のうち、勤務時

間が７時間４５分に達するまでの間の勤務にあたっては１００ 

分の１００を、勤務時間が７時間４５分を超えた場合にあっては

１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲で市長が定め

る割合を乗じて算定することとする。  

 

３ 期末手当の不支給及び一時差止めの取扱いについて、一般職の

職員の給与に関する条例によることとする規定を追加する。 

 

【施行期日】 

令和２年４月１日 

 
 


